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山鹿市立小中学校

児童生徒の保護者の皆様へ

山鹿市教育委員会

教育長 堀田 浩一郎

夏季休業期間の変更について（お知らせ）

保護者の皆様におかれましては、日頃より本市教育行政に対しましてご理解

とご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、この度、熊本県知事による記者会見等でご存じのとおり、山鹿市内に

おいて新型コロナウイルス感染が多数確認されるクラスターが発生し、関係者

へのＰＣＲ検査が進めら、児童生徒への感染拡大が心配される状況となってお

ります。

つきましては、児童生徒の心身の健康・安全を第一に考え、本市の小中学校

の夏季休業期間を下記の通り前倒しして実施いたします。保護者の皆様には、

大変ご負担をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

記

１ 夏季休業期間（延長）

令和２年８月３日（月）～８月２３日（日）までの２１日間

※当初、８月８日（土）からの予定を、８月３日（月）から前倒して

行います。

２ 登校日について

各学校の状況に応じて、夏季休業中に登校日を設ける場合もあります。設

定する場合は、感染拡大防止に十分配慮して設定します。日時等につきまし

ては各学校から連絡します。

３ 家庭での過ごし方

（１）不要不急の外出は控えてください。

（２）必要があり外出する場合は、「密接」「密集」「密閉」を避けること、マ

スクを適切に使用することを子どもさんにもお話しくだい。

（３）朝晩のお子様の体温測定と健康観察をご家庭でお願いします。

４ その他

（１）新型コロナウイルス感染症に関します人権問題事案が発生しませんよう

に、家庭でのご指導をお願いいたします。

（２）夏季休業中に、児童生徒及びご家族がＰＣＲ検査を受けられた場合は、

速やかに学校へご連絡ください。


